
様式第１号 
   年  月  日 

宗像市長 あて 
            〒 
      住 所 

                       名 称 
      氏 名 

      （代表者名） 
                      電 話 
 

宗像市緊急経済対策資金保証料補助金交付申請書兼実績報告書 

 
 宗像市緊急経済対策資金保証料補助金交付要綱第４条の規定により、宗像市緊急経済対
策資金保証料補助金の交付を受けたいので下記のとおり申請します｡ 
 

記 

 

１ 補助金申請額              円 

 

２ 事業資金内容 

（１）借入金額              千円 

（２）借入期間        年  月  日から    年  月  日まで 

（３）借入目的 

         業を営んでおり、運転資金・設備資金 の調達のため 

（４）借入金融機関       銀行・信用金庫・信用組合      支店 

 

３ 実績報告 

信用保証料支払済額            円 

 

４ 同意確認（同意する場合は、□に✓を記入してください。） 

□ 繰上償還を行った場合は、速やかに市へ申告を行う 

□ 保証協会から保証料が返戻された場合は、返戻保証料に相当する補助金額を市に返還する 

 

５ 添付書類 
・福岡県保証協会の信用保証決定のお知らせ 
・完納した保証料の金額、日付が確認できる書類 



宗像市緊急経済対策資金保証料補助金申請に係る誓約書 

 

 

宗像市緊急経済対策資金保証料補助金の交付申請にあたり、下記の内容について同意及び誓約します。 

 

記 

 

1. 申請者は、申請要件（市内に主たる事業所を設置している法人又は市内に居住若しくは主たる事業所
を設置している個人事業主であること等）を満たしています。また、申請内容について虚偽がないこ

とを誓約します。虚偽が判明した場合、交付した補助金の返還を命じられる場合があることに同意し

ます。 

 

2. 繰上償還を行った場合は、速やかに市へ申告を行います。 
 

3. 保証協会から保証料が返戻された場合は、返戻保証料に相当する補助金額を市に返還します。 
 

4. 申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 
6 号に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者又は同法第 2条第 2 

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを誓約します。また、本誓

約内容について、市長が宗像警察署に照会することに同意します。 

 

5. 申請者は、本補助金の審査にあたり、市税にかかる徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないこ
とを、市が申請者の課税台帳等を閲覧し、調査をすることに同意します。 

 

6. 申請者は、市長が必要と判断した場合、関係書類確認、事情聴取、立入検査等の調査に応じることに
同意します。 

 

7. 市が今後行う調査・事業に協力することに同意します。 
 

令和   年   月   日 

 

（宛先）宗像市長あて  

所 在 地     

会社名又は名称  

フリガナ 

代表者職・氏名  あ     
（自署または押印） 

生 年 月 日  

性 別         男 ・ 女 



※発行責任者と同一の場合は記入不要 

様式第６号 
 

宗像市長 あて 
 
 
                    住 所 
                    名 称 

     氏 名 
                   （代表者名）             
                    電 話 
 

 

請   求   書 

 

 令和  年  月  日付  宗産第    号で交付決定及び額の確定を受け

た宗像市緊急経済対策資金保証料補助金について、下記のとおり請求いたします。 
 

  記 
 

１ 補助金額              円 

 

２ 振込口座名 

（１）金融機関名、支店名  

         銀行・信用金庫・信用組合       支店 

  （２）預金種目   （  普通  ・  当座  ） 

  （３）口座番号                   

  （４）口座名義                   

  （５）フリガナ                   

 

３ 請求書発行責任者 ※請求印が押印されている場合は記入不要 

  （１）発行責任者職・氏名                    
（２）担当者名                          


